
平成２５年１０月３０日

国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会

（第４回） 資料３－２（第 回） 資料

港湾コストの概要とその低減港湾コストの概要とその低減

平成２５年１０月３０日平成２５年１０月３０日
国土交通省港湾局



国際海上コンテナ輸送にかかるコスト

○企業の輸送コストは、「陸上運送」、「港湾」、「海上運送」の各コストの積み上げにより決定される。

港湾コストサプライチェーンコスト企業

○企業の輸送 ストは、 陸上運送」、 港湾」、 海上運送」の各 ストの積み上げにより決定される。
○港湾コストは、「船舶関係費用」、「ターミナル施設費用」 、「ターミナル運営費用」で構成される。

船舶関係費用

○とん税、特別とん税

○入港料
港湾コスト

陸上運送コスト

地方港

トラック輸送

○水先料

○曳船料

○綱取放料

○その他各港独自費用 (進路警戒船料等)

港湾コスト

海上運送コスト
（フィーダー）

地方港

フィーダー輸送

○その他各港独自費用 (進路警戒船料等)

コンテナハンドリング

ターミナル運営費用
積替港 港湾コスト

コンテナハンドリング
チャージ
（CHC）

海上運送コスト
（本船）

本船輸送

ターミナル施設費用

○岸壁使用/借受料

○荷捌地使用/借受料

港湾コスト積卸港

○荷捌地使用/借受料

○上屋等使用/借受料

○ガントリークレーン等使用/借受料
陸上運送コスト

荷受人

トラック輸送
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港湾コストの内訳とその支払先

○港湾コストは、様々なサービス、税・手数料、施設利用への対価として支払われている。

給油業者、
船用品業者

給油、船用品費用

○港湾 ストは、様々なサ ビス、税 手数料、施設利用 の対価として支払われている。
○それぞれの費用低減の総体として、港湾コストの低減が達成される。

税
関関税

※港で支払う費用ではあるが、全ての港で支払うわけではないので、
港湾コストには含めない船用品業者

国・自治体とん税、特別とん税

関関税 港湾コストには含めない。

※輸入のみ
船舶関係費用

ﾊﾟｲﾛｯﾄ協会水先料

曳航業者曳船料

港湾管理者入港料

曳航業者等

綱取業者綱取放料

その他各港独自費用
(進路警戒船料等)

荷

主

ﾀｰﾐﾅﾙ施設費用
海上運賃

船主

港湾

○岸壁使用/借受料

○荷捌地使用/借受料

船社がターミナル
を借り受ける場合

社
ﾀｰﾐﾅﾙ運営費用

ｺﾝﾃﾅ

※ターミナル施設費用
とターミナル運営費用
は、別々に支払われる。

港湾
管理者

国

○ガントリークレーン等
使用/借受料

港湾
運営
会社

ﾀｰﾐﾅﾙ
ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ
ﾁｬｰｼﾞ
（THC）

港運事業者が
ターミナルを
借り受ける場合

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ
ﾁｬｰｼﾞ
（CHC）

ﾀｰﾐﾅﾙ運営費用

ｺﾝﾃﾅ
ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ

○上屋等使用/借受料

（THC） 借り受ける場合

港運事業者
※ターミナル施設
費用は、ターミナル
運営費用（ＣＨＣ）
に含まれる。

等

ﾊﾝﾄ ﾘﾝｸ
ﾁｬｰｼﾞ
（CHC）
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港湾コストの低減 港湾コスト低減施策

国際コンテナ戦略港湾におけるコスト低減の考え方（イメージ）

船舶関係費用

港湾コストの低減
（イメージ）

船
舶
関

港湾コスト低減施策
（案）

船舶関係費用

○船舶に対する各種インセンティブ 等

関
係
費
用 国際競争力のある

港湾 ト 実現港湾コストの実現
ターミナル運営費用

タ
ー
ミ
ナ

○コンテナターミナルの一体運営による
スケールメリット

○コンテナ取扱量増加による
スケールメリット 等

ナ
ル
運
営
費
用 スケ ルメリット 等用

ターミナル施設費用

○港湾運営会社の一体運営による戦略的

タ
ー
ミ ○港湾運営会社の 体運営による戦略的

な価格設定
○ターミナルの国から港湾運営会社への
直接貸付（公設民営方式の実現）と港湾
運営会社 港湾管理者の協調による

ミ
ナ
ル
施
設
費

従前 将来

運営会社、港湾管理者の協調による
貸付料の低減 等

費
用

３将来


